
平成３０年７月前期定例会 議事録 

・開催日時 平成３０年７月１２日（木曜日） １３時５５分～１５時４５分 
・開催場所 人事委員会室                     
・出 席 者 （委 員）中野委員長 松尾委員 内田委員 
     （事務局）山﨑事務局長 角田副事務局長 古沢人事主幹  

前田係長 安田係長 江口係長 安心院主事 

 

○議事事項 

１ 平成３０年６月後期定例会議事録について 
 
  佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、承認
することを決定した。 
 
２ 平成３０年度佐賀県職員採用試験（大学卒業程度）〔行政特別枠・教育行政特別枠〕の最終合
格者の決定について 
 
  佐賀県職員の任用に関する規則第１１条第１項の規定により、佐賀県職員採用試験（大学卒業
程度）〔行政特別枠・教育行政特別枠〕の最終合格者（採用候補者名簿への登載者）について、原
案のとおり決定した。 
 
【説明】 
最終合格者数 
行政特別枠   ３６名 
教育行政特別枠 １７名 

 
３ 職員の採用選考（臨床心理士）の事前協議について 
 
佐賀県警察本部長から職員の採用選考の実施に係る事前の協議があったことについて事務局が
説明し、選考による採用とすることに異議のないことを決定した。 

 
【説明】 
・臨床心理士（技術職員） １名（採用予定日 平成３１年４月１日） 

 
４ 職員の採用選考（情報技術専門員）の事前協議について 
 
佐賀県警察本部長から職員の採用選考の実施に係る事前の協議があったことについて事務局が
説明し、選考による採用とすることに異議のないことを決定した。 

 
【説明】 
・情報技術専門員（技術職員） １名（採用予定日 平成３１年４月１日） 
 
 

 



５ 単身赴任手当の運用についての一部改正について 
 

改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
  
【説明】 
  １ 改正の内容 
 （１）配偶者との別居に係るやむを得ない事情について、保育所等に在所している子の年齢

制限をなくす。（単身赴任手当に関する規則第２条関係） 
（２）単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるやむを得ない事情
について、対象となる子の年齢の下限を削除する。（単身赴任手当に関する規則第６条
関係） 

（３）その他所要の改正 
 

２ 適用日 
 通知の日から適用 

 

○報告事項 

１ 平成３０年度佐賀県警察官Ａ特別採用試験の実施結果について 
 
佐賀県警察本部から報告があった平成３０年度佐賀県警察官Ａ特別採用試験の実施結果につい
て、概要を事務局から報告した。 
 

２ 平成３０年度佐賀県職員採用試験（高等学校卒業程度）の採用予定者数の変更について 
 
佐賀県警察本部長から採用候補者名簿の採用予定者数の変更について依頼があったことについ
て、事務局から報告した。 
 

○その他 

１ 行事予定について 


